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3．総合治水の推進に関する基本的な方針 

総合治水の推進に当たって、県・市・県民が相互に連携し、協働して取り組ん 
でいく。 

県・市は河川下水道対策を行うことはもちろん、連携して県民への啓発を行う。 
さらに、県・市・県民は協力して流域対策、減災対策を推進する。 

特に、県が重点的に推進する事前防災対策については、「河川対策アクション

プログラム」に基づき実施する。このほか、総合治水に資する山地防災･土砂対

策や、高潮、津波対策、インフラメンテナンス等については各分野別計画等に基

づき実施する。 
○ 県の責務 ····· 総合治水に関する総合的・計画的な施策の策定・実施。 

○ 市の責務 ····· 各地域の特性を生かした施策の策定・実施。 

○ 県民の責務 ··· 雨水の流出抑制と浸水発生への備え。 
行政が実施する総合治水に関する施策への協力。 

流域内には二級河川法華山谷川と善念川の管理者である兵庫県、普通河川間の 

川や赤谷川等の管理者である加古川市と高砂市、ため池の管理団体、公共施設等 

の管理者等、様々な施設管理者が存在している。これら総合治水に関する管理者 

が相互に連携し、協働して総合治水を推進する。 

総合治水の推進に関する基本的な方針として、台風 12 号による被害状況や土 

地利用状況を踏まえて、下流域、中流域、上流域の流域毎の基本的な方針及びそ 

の各施策についての基本的な方針を以下に示す。 

3-1．流域毎の基本的な方針 

（1）下流域の基本的な方針（河口部～加古川バイパス：L=約 6.1km） 

下流域では、昭和 30 年代から現在に至るまで河川改修に取り組んできたが、 

堤内地では昭和 40 年代以降に交通網の発達等により宅地化が進み、低平地の住 

宅地に多大な浸水被害が発生した。 

このため、台風 12 号と同等の洪水流量を安全に流下させる河川対策を推進す 

るとともに、間の川等の支川の河川対策をあわせて推進し、流域全体の被害軽減 

を図る。また、公共施設等の雨水貯留浸透機能の確保による流域対策を推進し、 

さらに、浸水リスクの高い市街地では、浸水時の避難に備えた手作りハザードマ 

ップの作成や台風 12 号の浸水標の設置等のソフト対策を充実させるとともに、 

浸水状況を踏まえた土地利用を検討する等の減災対策を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 間の川の出水状況写真 
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